
特別予約診察について

特別予約診察とは、診療予約時間に患者さんをお待たせ
せず受診していただけるよう、厚生労働大臣の定める
特定療養費にかかる「予約に基づく診療に関する基準」
に沿って、特別の料金をご負担いただき、予約時間に
一定時間以上の診療を受けられる特別診療枠です。
※予約時間から一定時間（30 分程度）以上お待たせした場合は
予約料の徴収はいたしません。

対象診療科

●内科
●脳神経外科
●整形外科
●リハビリテーション科

予約料：11,000円（税込）

診療日 及び 診療時間
・月曜から金曜日の9:00～11:30/13:30 ～16:30（土日祝は休診）
・年末年始の休診　12月30日午後から1月3日


